
公
民
館
運
営
審
議
会
の
委
員
の
委
嘱
の
基
準
を
条
例
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○
公
民
館
運
営
審
議
会
の
委
員
の
委
嘱
の
基
準
を
条
例
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
文
部
科
学
省
令
第
四
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

社
会
教
育
委
員
及
び
公
民
館
運
営
審
議
会
の
委
員
の
委
嘱
の
基
準
を
条
例
で

公
民
館
運
営
審
議
会
の
委
員
の
委
嘱
の
基
準
を
条
例
で
定
め
る
に
当
た
っ
て

定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令

参
酌
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令

（
社
会
教
育
委
員
の
委
嘱
の
基
準
を
条
例
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基

準
）

第
一
条

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

（
新
設
）

。
）
第
十
八
条
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育

の
関
係
者
、
家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
並
び
に
学
識
経
験
の
あ

る
者
の
中
か
ら
委
嘱
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
公
民
館
運
営
審
議
会
の
委
員
の
委
嘱
の
基
準
を
条
例
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
参

酌
す
べ
き
基
準
）

第
二
条

法
第
三
十
条
第
二
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
学
校
教
育
及

社
会
教
育
法
第
三
十
条
第
二
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
学
校
教
育

び
社
会
教
育
の
関
係
者
、
家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
並
び
に
学

及
び
社
会
教
育
の
関
係
者
、
家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
並
び
に
学

識
経
験
の
あ
る
者
の
中
か
ら
委
嘱
す
る
こ
と
と
す
る
。

識
経
験
の
あ
る
者
の
中
か
ら
委
嘱
す
る
こ
と
と
す
る
。


